
資料 １ 

豊山町国民健康保険税条例の一部改正について（改正要旨） 

 

１ 目的 

  地方税法の改正に伴い、金融所得課税の一体化等の見直しのため所要の整備を図ります。 

 

２ 改正概要 

 ・条例本文の改正は、字句の修正、条文の整備、摘要条文の改正です。 

 ・地方税法の改正に伴う改正は、すべて附則の改正です。内容は以下の通りです。 

 

（改正前） 

公社債等 株 式 等  

上場株式等 非上場株式等 

配当 

譲渡損益 

 
譲渡損益 

 
 

 

利子 

源泉徴収 

（申告不可） 

 
 

損益通算可能 

 

※ 譲渡益は非課税 

 

 

（改正後） 

上場株式等 一般株式等 

特定公社債等 上場株式等 一般公社債等   非上場株式等 

 利子 

譲渡損益 

 配当 

譲渡損益 

  
譲渡損益  譲渡損益 

 

損益通算可能 損益通算可能 

※ 特定公社債は国債・地方債等 

 

 

 

１ 



   豊山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊山町国民健康保険税条例（昭和４３年豊山町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項中「課税を」を「課税額を」に改める。 

第１３条第８項中「第２条第１項の額から」を「第２条第１項の額を」に、「月割り」を

「月割」に改める。 

第２０条第１項中「第１０条」を「第１２条第１項」に改める。 

第２１条第１項中「得た額」の次に「（町長が必要と認める場合においては、当該前年度

の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において町長が定める額と

する。）」を加える。 

第２２条第１項中「第２５条」を「第２６条」に改める。 

第２３条第２号中「特定同一世帯所属者」の次に「（当該納税義務者を除く。）」を加え、

同条第３号中「もの」を「者」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「配当所得」を「配当所得等」に改める。 

附則第６項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「特定同一世帯所属者が法附則第３５条

の２第５項の一般株式等」に、「附則第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に、

「同条第２項中」を「、同条第２項中」に、「附則第３５条の２第６項に規定する株式等に

係る譲渡所得等金額」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」に改める。 

附則第７項を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条

２ 



３ 

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

附則中第８項及び第９項を削り、第１０項を第８項とし、第１１項を削り、第１２項を第

９項とし、第１３項を第１０項とする。 

附則第１４項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同項を附則第

１１項とする。 

附則第１５項を削る。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第２条、第１３条及び第２０

条から第２３条までの改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊山町国民健康保険税条例附則第３項及び第６項から第１１項

までの規定は、平成２９年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

提出理由 

この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い関係条文を改正する必要があるからで

ある。 


